
 
 

小山工業高等専門学校運営組織規則  
                                                         

制  定 平成27年11月11日 

 最終改正 令和８年３月11日 

 
   第１章 総則  
 （目的）  
第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（以下「機

構規則」という。）第５条第７項及び小山工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）

第11条の規定に基づき，小山工業高等専門学校（以下「本校」という。）の運営組織に

関する事項を定め，校務の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 （定義）  
第２条 この規則で教員とは，学則第８条第１項に定める校長，教授，准教授，講師，助

教及び助手をいう。 

 （学科等） 

第３条 本校に，学則第７条第１項に定める各学科のほか，一般科（以下「学科等」とい

う。）を置く。 

第２章 主事 

 （主事） 

第４条 機構規則第５条第１項及び学則第９条第１項に定める教務主事，学生主事及び寮

務主事は，独立行政法人国立高等専門学校機構の主事等の任免に関する規則第２条の規

定に基づき，教務主事にあっては，本校の教授の中から，学生主事及び寮務主事にあっ

ては，教授又は准教授の中から校長が推薦し，独立行政法人国立高等専門学校機構理事

長が任命する。 

２ 教務主事，学生主事及び寮務主事は，学則第９条第２項から第４項に掲げる職務を行

う。 

３ 前２項のほか，本校に総務主事，研究主事及び国際主事を置き，総務主事にあっては，

本校の教授の中から，研究主事及び国際主事にあっては，本校の教授又は准教授の中か

ら校長が任命する。 

４ 総務主事は，校長を補佐するとともに，総務及び企画に関することを掌理し，校長不

在のときは，その職務を代行する。 

５ 研究主事は，校長の命を受け研究及び地域貢献に関することを掌理する。 

６ 国際主事は，校長の命を受け国際交流，学生の留学支援，外国人留学生の支援及び

グローバル教育に関すること（教務主事，学生主事及び寮務主事の所掌に属するもの

を除く。）を掌理する。 

７ 総務主事，教務主事，学生主事，寮務主事，研究主事及び国際主事の任期は２年とし，

再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とす

る。 

第３章 副校長及び校長補佐  
 （副校長）  
第５条 機構規則第５条第４項の規定に基づき，本校に副校長を置く。 



 
 

２ 副校長は，本校の教授の中から校長が任命する。 

３ 副校長は，校長を補佐し，本校の校務を掌理する。 

４ 副校長は，校長不在のときは，その職務を代行する。 

５ 副校長の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任

期は，前任者の残任期間とする。 

 （校長補佐） 

第５条の２ 機構規則第５条第４項の規定に基づき，本校に校長補佐を置く。 

２ 校長補佐は，本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。 

３ 校長補佐は，校長の職務を補佐する。 

４ 校長補佐の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の

任期は，前任者の残任期間とする。 

   第４章 専攻科長，副専攻科長及びコース主任 

 （専攻科長，副専攻科長及びコース主任） 

第６条 学則第３９条に定める専攻科に専攻科長，副専攻科長及びコース主任を置く。 

２ 専攻科長，副専攻科長及びコース主任に関し必要な事項は，別に定める。 

第５章 学科長及び一般科長 

 （学科長及び一般科長） 

第７条 本校の各学科に学科長を，一般科に一般科長を置く。 

２ 学科長及び一般科長（以下「学科長」という。）は，当該学科等に所属する教授又は

准教授をもって充て，校長が任命する。 

３ 学科長は，当該学科等の代表者として，その運営及び連絡調整にあたる。 

４ 学科長の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任

期は，前任者の残任期間とする。 

第６章 主事補 

 （主事補） 

第８条 本校に教務主事補，学生主事補，寮務主事補，研究主事補及び国際主事補（以下

「主事補」という。）を置く。 

２ 主事補は，本校の教員の中から校長が任命する。 

３ 主事補は，当該主事の職務を補佐する。 

４ 主事補の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任

期は，前任者の残任期間とする。 

第７章 学級担任等 

 （学級担任・学年主任） 

第９条 本科の各学級に学級担任を置き，各学年に学年主任を置く。 

２ 学級担任は，第１学年及び第２学年にあっては，一般科教員の中から，第３学年以上

にあっては，当該学科の教員の中から校長が任命する。 

３ 学年主任は，当該学年の学級担任の中から，校長が任命する。 

４ 学級担任は，学科長と連絡を密にし，それぞれ担当する学級の職務，厚生補導並びに

その他当該学級の運営にあたる。 

５ 学年主任は，当該学年の学級担任との連絡会を招集し，学科長及び各主事との連絡調

整にあたる。 



 
 

６ 学級担任及び学年主任の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場

合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

第８章 附属施設等 

 （附属施設等） 

第10条 本校に図書情報センター，情報科学教育研究センター，地域イノベーションサポ

ートセンター，総合学生支援センター，ものづくり教育研究センター,グローバル教育

センター及び教育高度化センター（以下「附属施設等」という。）を置き，それぞれセ

ンター長を置く。 

２ 附属施設等の目的及び組織等については，別に定める。 

第９章 会議 

 （企画戦略会議） 

第11条 本校の管理運営を円滑に推進し，運営の機能強化を図るため，企画戦略会議を置

く。 

２ 企画戦略会議に関する必要な事項は，別に定める。 

（運営会議） 

第12条 本校の管理運営等に関する事項を審議するため，運営会議を置く。 

２ 運営会議に関する必要な事項は，別に定める。 

（教職員会議） 

第13条 本校の管理運営等に関し連絡調整を図るため，教職員会議を置く。 

２ 教職員会議に関する必要な事項は，別に定める。 

第10章 委員会及び室 

 （委員会） 

第14条 本校の特定の事項を審議するため，必要に応じて委員会を置く。 

２ 前項に規定する委員会に委員長を置く。 

３ 委員会に関する必要な事項は，別に定める。 

（室） 

第15条 本校の運営に必要な事項を実行するため，次の室を置き，それぞれ室長を置く。 

 一 広報戦略室 

 二 入学者対策室 

２ 前項に定める室に関し必要な事項は，別に定める。 

第11章 その他 

 （その他） 

第16条 この規則に定めるもののほか，本校の運営組織に関する必要な事項は，別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

２ 小山工業高等専門学校の副校長及び学科長に関する規程（平成22年４月１日制定）は

廃止する。 

附 則 

１ この規則は，平成29年４月１日から施行する。 



 
 

２ 小山工業高等専門学校キャンパス安全衛生管理室規程（平成16年４月１日制定）は，

廃止する。 

   附 則 

この規則は，平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 


